


こどもの貧困対策は、子育て、教育、福祉、健康、就労などの問題が複合的

に絡み合っていることから、多岐にわたる分野が横断的に連携して取り組む必

要があります。 

近年、困難を抱えるこどもや家庭を取り巻く社会経済情勢は厳しさを増して

おり、また、困難を抱える家庭の孤立傾向や、問題の複雑化・長期化などの課

題も顕在化しています。 

国においても、こども家庭庁が発足し、「こども大綱」が策定されるととも

に、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の題名が「こどもの貧困の解消

に向けた対策の推進に関する法律」に改められるなど、こどもの貧困対策につ

いては、今後、より一層の取組を推進していく必要があります。 

こうした国の動向なども踏まえて、令和７年度以降も引き続きこどもの貧困

対策を総合的・計画的に進めていくため、「大阪市こどもの貧困対策推進計画

（第２期）」を策定しました。 

今後、この推進計画に基づいて、こどもの貧困対策を多角的に取り組んでま

いります。 
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（１） 調査対象者 

  （ア）大阪市立小学校５年生の全児童とその保護者 

  （イ）大阪市立中学校２年生の全生徒とその保護者 

  （ウ）大阪市内認定こども園、幼稚園、保育所等の全５歳児の保護者 

（２） 調査実施日 

令和５年６月 27 日～令和５年７月 14 日 

（３） 調査票配付枚数・回収率（％） 

 数付配 数収回 ）％（率収回 類種

 579,81 421,31 2.96 生年５校学小

 579,81 471,31 4.96 者護保の生年５校学小

 029,61 884,11 9.76 生年２校学中

 029,61 064,11 7.76 者護保の生年２校学中

 598,53 216,42 6.86 計合生年２校学中・生年５校学小

小学校５年生保護者・中学校２年生保護者合計 68.6 24,634 35,895 

 686,81 831,41 7.57 者護保の児歳５

 674,09 483,36 1.07 計

 

（４） 実態調査の枠組み 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 大阪市子どもの生活に関する実態調査の概要 

 

所得中央値 

貧困線 

ｎ 人数 1 n/2（中央値） 

①等価可処分所得を算出し低い順に並べる 

②n/2（中央値）の特定 

③所得中央値の算出 

（真ん中の順位の人の所得） 
④貧困線の算出 

（所得中央値の 50％） 

⑤貧困線を下回る者

の数（x 人）を特定 

相対的貧困率＝ｘ÷ｎ×100（％） 

※ 世帯の可処分所得（いわゆる手取り収入）を世帯人員の平方根で割って調整した所得 

③ヒューマン 

キャピタルの欠如 
②ソーシャル 

キャピタルの欠如 

①、②、③が重なるところが最

も困難を抱えた層 

①経済的資本の欠如 

※最重要 

 

 

属する社会における平均的な生活水準よりも、相

対的に低い所得水準にあることをいいます。厚生労

働省の国民生活基礎調査では、等価可処分所得中

央値の半分の額を下回る所得しか得ていない者の

割合を相対的貧困率としています。 

 

≪R５大阪市子どもの生活に関する実態調査の結果≫ 

世 帯 分 類 貧困線 相対的貧困率 

小学校５年生・中学校

２年生のいる世帯 

133 万円 

（119 万円） 

15.0％ 

（15.2％） 

５歳児のいる世帯 
140 万円 

（119 万円） 

15.1％ 

（11.8％） 

 ※（）内は前回調査時の数値 

【実態調査のスキーム】 

相対的貧困とは 

（ア）経済的資本の欠如（現金やサービス、住宅、医

療などの欠如） 

（イ）ソーシャルキャピタルの欠如（つながりの欠如、

近隣・友人との関係性、学校・労働市場への不

参加） 

（ウ）ヒューマンキャピタルの欠如（教育レベル>雇用

の可能性>自分の能力を労働力（稼働）に転換

する能力の欠如） 
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 「授業以外の勉強時間」や「読書時間」は困窮度が高くなるにつれ、まったくしない割合が高く、「学習理解度」について

も、困窮度が高くなるにつれ、よくわかる割合が低い 

 将来希望する進路について、困窮度が高くなるにつれ大学を選択している割合が、親・こども本人ともに低い 

１ 家計と収入に関すること 

 相対的貧困率は前回調査時から横ばい 

 困窮度が高くなるにつれ、「おこづかいや新しい服や靴を与えられなかった」など、こどもにしてあげれられなかった 

経験が多い 

 保護者の就業状況が正規雇用であるほど貯蓄ができており、非正規群は正規群に比べ家計の赤字の割合が高い 

３ 学習習慣・生活習慣に関すること 

34.1

24.7

19.4

18.6

52.5

56.3

59

53.5

9

12.7

15.7

18.6

1.5

2.7

2.6

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=8,502)

困窮度Ⅲ

(n=5,081)

困窮度Ⅱ

(n=877)

困窮度Ⅰ

(n=2,524)

よくわかる だいたいわかる あまりわからない

ほとんどわからない わからない 無回答

令和５年度 大阪市子どもの生活に関する実態調査の結果確認された主な課題 

8

12.9

14.4

18.1

15.9

19.9

20.1

19.5

22.5

22.9

22.2

21.8

26.1

22.6

21.1

20

13.7

10.9

10.4

9.6

8.2

4.8

4.6

3.7

3.8

4.3

6.2

5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=8,502)

困窮度Ⅲ

(n=5,081)

困窮度Ⅱ

(n=877)

困窮度Ⅰ

(n=2,524)

まったくしない ３０分より少ない
３０分以上、１時間未満 １時間以上、２時間未満
２時間以上、３時間未満 ３時間以上
わからない 無回答

困窮度別に見た、授業以外の勉強時間（小５・中２のいる世帯） 

 
 母子世帯の困窮度Ⅰ群は突出して多い 

 全体的に養育費の受領率は増加しているが、困窮度が高くなるにつれ、受領率は低くなっている 

 若年で親になった世帯は、親への教育支援や就労支援とともに、必要な支援につなげることができる相談支援体制

の強化が必要 

２ ひとり親世帯等に関すること 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

4

11

22.1

25.7

12.8

22.7

19.5

5.7

12

11.5

14.1

22.9

71.2

54.9

44.4

45.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代

(n=125)

20-30歳

(n=1,161)

31-39歳

(n=462)

40歳以上

(n=35)

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ

 

0.3

0.8

1.4

1.8

0 0.5 1 1.5 2

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

母子世帯における初めて親になった年齢別に見た、困窮度 

（小５・中２のいる世帯）（母親が回答者） 

 

 

45.7

34.5

30.5

27.4

3.7

2.8

3.2

3.8

20.5

23.4

20.9

20.7

28.8

38.3

43.6

46.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=219)

困窮度Ⅲ

(n=397)

困窮度Ⅱ

(n=220)

困窮度Ⅰ

(n=960)

取り決めをしており、受け取っている
特に取り決めをしていないが、受け取っている
取り決めをしているが、受け取っていない
取り決めをしておらず、受け取っていない

困窮度別に見た、こどもに対する経済的な理由による 

経験の該当数の平均（小５・中２のいる世帯） 

困窮度別に見た、養育費受領状況 

（小５・中２のいる世帯）（ひとり親世帯） 

 

 

就労状況別に見た家計状況（小５・中２のいる世帯） 

45.5

37.5

12.6

11.6

19.4

17.8

21.2

40.4

45.3

26.5

30.6

31.4

38

30.5

26.5

5.2

8.5

7.9

9

27.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正規群

(n=18,093)

自営群

(n=3,417)

非正規群

(n=1,893)

無 業

(n=344)

その他

(n=98)

貯蓄ができている 赤字である

赤字でもなく黒字でもない わからない

無回答

困窮度別に見た、学習理解度（小５・中２のいる世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 就学援助などの社会保障制度に関しては、困窮度Ⅰ・Ⅱ群においても「対象外と思う」という理由で利用していない

世帯が見受けられる 

 支援を届けるにあたっては、そもそも支援が必要な状況であることが自覚できていない、相談先や利用できる資源

の情報を知らない、知っていても手続きが複雑で難しいなどの課題がある 

中央値以上：等価可処分所得中央値以上の層            困窮度Ⅲ：等価可処分所得中央値未満から 60％以上の層 

困窮度Ⅱ：等価可処分所得中央値の 50％以上 60％未満の層  困窮度Ⅰ：等価可処分所得中央値の 50％未満の層 

５ 必要な支援の利用に関すること 

困窮度別に見た、就学援助の受給状況（小５・中２のいる世帯） 

 

 困窮度が高くなるにつれ、放課後に過ごす場所として塾や習い事、学校（クラブ活動）の割合が低くなっており、友人と

の関係性が薄れることで孤立や孤独へ向かう懸念も生じる 

 地域資源であるこども食堂などの食事提供の居場所について、利用していない理由として行きたいと思わないや、どこ

にあるか知らないからが多いが、利用したことはないがあれば利用したいとの回答も一定数見られた 

４ つながりに関すること 

 

1.3

11.2

42

2.9

10.3

11.7

7

88.7

70.4

37.6

23.8

7.1

8.2

8.7

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=8,830)

困窮度Ⅲ

(n=5,275)

困窮度Ⅱ

(n=915)

困窮度Ⅰ

(n=2,641)

現在利用している

現在利用していないが、以前利用したことがある

利用したことがない

無回答

60

29.9

5.6

19.7

7.5

0.7

4.4

1

27.2

10

1.3

5.7

31.4

28.6

4.5

20.5

8.1

0.2

2.9

1.6

34.5

9.2

1.4

3.9

31.1

0 10 20 30 40

どこにあるか知らないから

家の近くにないから

家で過ごしたいと思うから

楽しくなさそうだから

「行ってはいけない」と

親などの大人に言われるから

行きたい日・時間に開いていないから

Ｗｉ－Ｆｉがないから

行きたいと思わないから

何をしているかわからないから

利用しているのを近所の人や

ともだちに知られたくないから

その他

無回答

小学生

(n=11,266)

中学生

(n=10,434)

こども食堂などを利用したことがない理由 

（小５・中２のいる世帯） 

 

88

3.1

8.2

44

23.2

60.9

12.9

7.2

4.7

3.7

1

0.2

0.2

2.2

0.6

89.6

3.8

7.1

34.4

18.7

58.9

13.3

6.8

4.7

3.5

0.9

0.4

0.3

2.2

0.3

89.6

5.3

10.2

29.9

18.3

58.1

14.6

6.7

4.9

2.8

1.2

0.5

0.2

1.9

0.5

87.8

5.1

9.2

29.3

17.1

52.4

15.7

8.4

6

3.3

0.9

0.4

0.4

2.5

0.9

0 20 40 60 80 100

自分の家

おばあちゃん・おじいちゃんの家

ともだちの家

塾

習いごと

学校

公園・広場

スーパーやショッピングモール

コンビニエンスストア

ゲームセンター

図書館や公民館など公共の施設

地域の居場所

学童保育

その他

無回答

中央値以上

(n=3,797)

困窮度Ⅲ

(n=2,373)

困窮度Ⅱ

(n=432)

困窮度Ⅰ

(n=1,294)

困窮度別に見た、放課後に過ごす場所（中２のいる世帯） 

 

（％） 

（％） 

 

 

 

91.1

86.7

75.9

58.8
8

4.1

8.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=7,833)

困窮度Ⅲ

(n=3,711)

困窮度Ⅱ

(n=344)

困窮度Ⅰ

(n=628)

制度の対象外
利用はできるが、特に利用したいと思わなかったから
利用したいが、今までこの支援制度を知らなかったから
利用したいが、手続がわからなかったり、利用しにくいから
それ以外の理由
無回答

3.2

0.9

6.1

困窮度別に見た、就学援助を利用しなかった理由 

（小５・中２のいる世帯） 
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こどもの貧困の背景には、様々な社会的要因があることを社会全体で広く共有し、貧困により、こども・若者がその権利利　益を害され及び社会から孤立することがないよう、現在の

貧困を解消するとともに将来の貧困を防ぐため、必要な支援が切れ目なく行われることで、一人一人の豊かな人生を実現　できる社会を、大阪のまちの力を結集して実現します。 

 重 視 す る 視 点 

こどもの貧困の解消に向けて、次の４つの視点を重視して施策を推進します。 

（１）こども・若者が幸せな状態で成長できるための支援の推進    （２）切れ目のない支援の推進    （３）社会全体で　取組を推進    （４）アクセシビリティの充実 

 施 策 体 系 

基本理念の実現に向け、以下の考え方に基づき、４つの施策に沿って事業・取組を推進します。なお、この４つの施策は、　それぞれ独立して取り組むのではなく、互いに連携して取り組むことにより相乗効果を生むことを想定しています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基 本 理 念 

計画の基本的な考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 子育て家庭における養育や教育を支援します 

ア 子育て支援の充実 イ 家庭の教育力向上の取組 ウ 相談や支援体制の充実 

(2) こども・若者や子育て当事者の健康を守る取組を推進します 

ア 母と子の健康を守る取組 イ 食育の推進 ウ こどもや若者の健康づくり 

(3) ひとり親家庭等、特に支援が必要な家庭を支援します 

ア ひとり親家庭支援の取組 イ 若年で親になった家庭への支援 

(1) 就業を支援します 

ア ひとり親家庭への支援 イ 生活保護受給者・生活困窮者への支援 ウ 若者や子育て当事者等の支援 

(2) 施設退所者等の自立を支援します 

(3) 仕事と子育ての両立を支援します 

ア 保育サービス等の充実 イ 放課後などの活動の充実  

(4) 経済的な負担の軽減を図ります 

ア 子育てに係る経済的負担の軽減 イ 住居に関する支援の取組 

(1) こども・若者や子育て当事者のつながりを支援します 

ア 地域におけるつながりづくり イ 家庭・学校・地域の連携によるつながりづくり 

ウ こどもや子育て当事者同士のつながりづくり 

(2) 社会全体でこども・若者や子育て当事者を支援する取組を推進します 

ア 社会全体で支援するネットワークの充実 イ 相談や支援体制の充実 

 

   
 
 
 
 
 

(1) 幼児教育・保育の無償化と質の向上を図ります 

ア 幼児教育・保育の無償化 イ 幼児教育・保育の質の向上  

(2) 一人一人の状況に応じた学力向上の取組を推進します 

ア 学力向上や学習支援の取組 イ 学習環境の充実 

(3) 学びを保障し、望む進路の選択ができるよう支援します 

ア 教育費等の負担軽減 イ 相談しやすい体制の充実 ウ 生活指導等の充実  

エ 望む進路の選択ができるための支援の取組 オ 不登校児童・生徒支援の取組 

(4) 多様な体験や学習の機会を提供します 

ア 学校における体験や学習機会の充実 イ 地域における体験や学習機会の充実  

ウ 人材や民間の力を活用した体験や学習機会の充実 

家庭の経済状況が理由で学校生活が制約されたり進路が狭まったりすることなく、すべてのこどもが、夢や希望を持ち、挑戦

できるよう、将来の貧困の予防や、教育の機会均等を保障する観点から、こどもが安心して多様な体験や遊びができる機会

や、学習する機会を確保できるよう取り組むとともに、適切な進路選択ができるよう取り組みます。 

こどもの育ちには保護者・養育者の育ちも必要です。子育てと家庭教育の双方の観点で、こどもとともに育つ保護者・養育者

への支援・応援をきめ細かに行い、そのウェルビーイングと成長をすべての人で支えることが重要です。 

また、子育て当事者が、身近な場所でサポートを受けながらこどもを育てることができ、どのような状況でもこどもが健やかに

育つという安心感を持つことができるような支援が必要です。 

そのため、家庭の経済状況やこども・若者を取り巻く家庭環境にかかわらず、こども・若者一人一人が

健やかに成長できる養育や教育環境が整えられるよう取り組みます。 

経済的困窮は、こどもの貧困問題の根幹にある課題であり、現在の貧困を解消するとともに将来の貧困を防ぐため、経済的

に厳しい状況が見られるひとり親世帯など個々の世帯の状況に応じた生活基盤の安定を図るための支援が必要です。 

そのため、就業支援や仕事と子育ての両立支援、各種サービスの自己負担の軽減を含む経済的支援の充実に取り組むとと

もに、各種支援制度を必要とするこども・若者や子育て当事者に、より効果的・確実に届くように取り組みます。 

社会構造の変化に伴い、人と人とのつながりや地域コミュニティが希薄化し、周囲との交流がなく、社会的に孤立する傾向は

こども・若者や子育て当事者にも広がっています。社会的に孤立すると、必要な支援を届けることが難しくなることから、貧困が

連鎖する要因ともなります。 

そのため、学校園や地域、保健、医療、福祉、就労など関係機関との連携により、困難な状況にあるこどもを早期に把握し、

当事者に寄り添いつつ、プッシュ型・アウトリーチ型の支援を届けるとともに、こども・若者や子育て当事者が地域で孤立するこ

となく、安心して暮らすことができるよう取り組みます。また、地域において、こども・若者や子育て当事者を支援するため、様々

な活動主体が取組を行っており、さらなる活性化が図られるよう取り組みます。 
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こどもの貧困問題は、子育て、教育、福祉、健康、就労などの問題が複合的に絡み合っていることから、適切

な支援につなぐことが必要です。本市では、こどもが長時間過ごす学校において、支援が必要なこどもや家庭を

発見し適切な支援につなぐ仕組みとして、平成30年度から大阪市こどもサポートネットをモデル７区で実施し、令

和２年度より全区展開しています。 

学校における「気づき」を「見える化」して区役所等の支援につなげるため、全児童生徒の状況を把握する

スクリーニングシートを学校に導入し、教職員とともに、区役所に配置するスクールソーシャルワーカーやこども

サポート推進員、スクールカウンセラーなどがスクリーニングシートを基に専門的な見地からアセスメントを行い、

適切な支援先につないでいますが、問題が複合的に絡み合っており課題解決に至らない世帯も存在します。そ

のため、さらに利用可能な支援先をもれなく提供し利用につなげるとともに、これまで以上によりきめ細やかな充

実した寄添い型の支援を行えるよう、サポート体制の強化を図ります。 

 
 

 

 
  

大阪市こどもサポートネット 

 
 
 
  

こども食堂等のこどもの居場所を社会全体で支援し、地域でこどもを育む機運の醸成を図ることを目的として、

少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、こどもを取り巻く環境の変化により多様化している課題に対

応すべく、活動する多くの団体や企業、社会福祉施設等が参加する地域こども支援ネットワーク事業（大阪市社

会福祉協議会が実施）と連携しながら、こどもの貧困対策の取組を進めてきました。 

ネットワーク事業においては、参加団体の情報発信や定期的なミーティングによる情報交換をはじめ、企業か

らの申出による物資等を、社会福祉施設を通じてこども食堂等へ提供するなどの支援を行っています。 

 

 
 
 
 
 
 

 

こども支援ネットワーク事業 
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基本理念の実現に向け、家庭の経済状況によりこどもの生活が制約されることなく夢や希望を持ち

挑戦できているか、支援を必要としている人に必要な支援が届いているかといった観点から数値目標

を設定するとともに、こども・若者や子育て当事者の置かれた状況等を毎年度把握するための指標を

設定します。 

 目標の設定 

 

めざす姿 
実態調査等の 

アンケート項目 

現状値 

（Ｒ５） 

目標値 

（Ｒ10） 

「こども食堂などへの参加を

希望しているこどもが、参加

できている状態」 

こども食堂などの 

利用状況 

（利用したことがある

割合） 

（困窮度Ⅰ～Ⅲ）※１ 

《小５・中２のいる世帯》 

困窮度Ⅰ  13.2％ 

困窮度Ⅱ  10.8％ 

困窮度Ⅲ  11.6％ 

《小５・中２のいる世帯》 

困窮度Ⅰ 30.4％ 

困窮度Ⅱ 28.4％ 

困窮度Ⅲ 28.7％ 

「経済的な状況にかかわら

ず、学習塾や習い事に行きた

いと思う人が行ける状態」 

 

・学習塾とは、学習塾・進学塾、家庭

教師、通信制の家庭学習教材など 

・習い事は、英会話・そろばん・絵画・

音楽・習字・スポーツなど 

学習塾や習い事の

利用状況 

（学習塾等、習い事

をしていない割合） 

（困窮度Ⅰ～Ⅲ）※１ 

《小５・中２のいる世帯》 

困窮度Ⅰ   31.4％ 

困窮度Ⅱ   25.1％ 

困窮度Ⅲ   22.0％ 

 

（参考） 

・中央値以上 11.8％ 

・小中計のうち、学習塾等、習い

事をしていない割合 18.7％ 

《小５・中２のいる世帯》 

困窮度Ⅰ～Ⅲ 

 それぞれ、18.7％ 

「こどもにとって不利益が生じ

ることがないよう、養育費の

履行が確保できている状態」 

母子家庭における養
育費の受領率※２ 

取り決めの有無にかかわ
らない養育費の受領率

（母子家庭） 
26.8％ 

36.3％ 

取り決めがある場合の 
養育費の受領率（母子

家庭） 
57.4％ 

66.4％ 

「就学援助制度の対象である
にもかかわらず利用できてい
ない状態の改善」 

就学援助を利用しな
かった理由 
（利用したいが制度
を知らなかった・利用
しにくいと回答した割
合） 

（困窮度Ⅰ～Ⅱ）※１ 

《小５・中２のいる世帯》 

困窮度Ⅰ    12.9％ 
困窮度Ⅱ     7.0％ 

《小５・中２のいる世帯》 

困窮度Ⅰ 8.8％ 
困窮度Ⅱ 6.1％ 

 

※１ 子どもの生活に関する実態調査  ※２ ひとり親家庭等実態調査 

大阪市こどもの貧困対策推進計画の進捗管理  目標設定の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

■こども食堂などへの参加を希望しているこどもが、参加できている状態 

（こども食堂などの利用状況） 

    

地域の方々などが自主的・自発的に運営をされている低額もしくは無料で食事提供などを行うこども食堂な

どのこどもの居場所は、こどもたちが、学校でも家庭でもない居場所を通して地域の大人と関わることで、安

心感やつながりが得られ、社会性・自主性を身につけることができる場として、重要な地域資源のひとつとな

っています。 

本市におけるこども食堂などの利用率は、全国と比べると高い傾向にあり、困窮度Ⅰ群の13.2%のこどもが

「利用したことがある」と回答している一方、17.2%が「利用したことがない（あれば利用したい）」と回答していま

した。 

■経済的な状況にかかわらず、学習塾や習い事に行きたいと思う人が行ける状態 

（学習塾や習い事の利用状況） 

 

学習塾や習い事は、現在では多くのこどもが利用し、学校の授業以外の学びや好きなことを見つけるきっか

けづくりの場にもなっています。 

また、実態調査の結果から、学習塾や習い事に行く経験の差が、「自分に自信がある」や「将来の夢や目標

を持っている」などの自己肯定感や自己有用感等にも影響を与えていることが考えられ、結果として将来の進

路の選択肢が広がることが期待できます。 

■こどもにとって不利益が生じることがないよう、養育費の履行が確保できている状態 

（母子家庭における養育費の受領率） 

 

養育費は、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用であり、食費や教育費、医療費などがこれ

に当たります。こどもに対する養育費の支払義務（扶養義務）は、父母の生活に余力がなくても自分と同じ水

準の生活を保障する必要があります。こどものためのものであり、こどもにとって不利益が生じることのないよ

う、養育費確保の取組を進めることが重要です。 

■就学援助制度の対象であるにもかかわらず利用できていない状態の改善 

（就学援助を利用しなかった理由） 

 

就学援助制度は、経済的な理由により、就学が困難な児童・生徒の就学を確保し、教育の機会均等を保障

するための社会保障制度として重要です。  

しかしながら、困窮度別に見た就学援助の受給状況は、困窮度Ⅰ群で23.8%、Ⅱ群で37.6％が「利用したこと

がない」という状況で、利用しなかった理由としては「制度の対象外だと思うから」の割合が最も多く、「制度を

知らなかった」の割合も一定数見受けられました。 
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